
 

公     告 

 関税法第２４条第１項の規定に基づく外国往来船等と陸地との間の交通場所、貨物の

積卸場所及び船用品、機用品及び携帯品の積卸場所について、一部を次のように改正し

平成２８年５月２３日から下記のとおりとするので同法施行令第２２条第１項の規定

に基づき公告する。 
 
記 

 
１ 外国往来船等と陸地との間の交通場所 

場所の名称 所 在 地 備   考 
東港岸壁 
（全長２９６メートル） 
 
妙見３号岸壁から同６号岸壁の間

に設置されたフェンス上にあるゲ

ート番号１から６の各ゲート６か

所 
 
ＥＮＥＯＳグローブガスターミナ

ル株式会社唐津ガスターミナルＬ

ＰＧ大型船専用桟橋に設けられた

ゲート 

唐津市東大島町２番地

３１ 
 
唐津市中瀬通１０番地

９、３１及び３４ 
 
 
 
唐津市西大島町２０番

１号 

岸壁けい留船と交通する者

に限る。 

 

″ 

 

 

 

 

″ 

 

 
 
２ 貨物の積卸場所（船用品、機用品及び携帯品を除く。） 

場所の名称 所 在 地 備   考 
東港岸壁 
（全長２９６メートル） 
 
妙見３号岸壁のうちＳＯＬＡＳフ

ェンス内 
（全長１３４．８９メートル） 
 
妙見４号岸壁 
（全長２４０メートル） 
 
妙見５号岸壁及び同６号岸壁 
（全長２３７．３８メートル） 
 
ＥＮＥＯＳグローブガスターミナ

ル株式会社唐津ガスターミナルＬ

ＰＧ大型船専用桟橋 

唐津市東大島町２番地

３１ 
 
唐津市中瀬通１０番地

９ 
 
 
唐津市中瀬通１０番地

２４ 
 
唐津市中瀬通１０番地

３４ 
 
唐津市西大島町２０番

１号 

岸壁けい留船に積卸する貨

物に限る。 
 

″ 
 
 
 
″ 
 
 
″ 
 

 
ＥＮＥＯＳグローブガスタ

ーミナル株式会社唐津ガス

ターミナル保税蔵置場に搬

出入する貨物に限る。 

 
 
 
 
 



３ 船用品、機用品及び携帯品の積卸場所 
場所の名称 所 在 地 備   考 

東港岸壁 
（全長２９６メートル） 
 
妙見３号岸壁のうちＳＯＬＡＳフ

ェンス内 
（全長１３４．８９メートル） 
 
妙見４号岸壁 
（全長２４０メートル） 
 
妙見５号岸壁及び同６号岸壁 
（全長２３７．３８メートル） 
 
ＥＮＥＯＳグローブガスターミナ

ル株式会社唐津ガスターミナルＬ

ＰＧ大型船専用桟橋 

唐津市東大島町２番地

３１ 
 
唐津市中瀬通１０番地

９ 
 
 
唐津市中瀬通１０番地

２４ 
 
唐津市中瀬通１０番地

３４ 
 
唐津市西大島町２０番

１号 

岸壁けい留船に積卸する物

に限る。 
 
″ 

 
 

 
″ 

 
 
″ 

 
 

″ 
 

 

 
          平成２８年５月２３日 

 
             伊万里税関支署長  森 英裕 

 
 


